
電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、マイナンバーカードを用いた顔認証システムを使用して

の受診が可能です。それに伴い電子的診療情報連携体制整備加算を算定します。

大森赤十字病院

マイナンバーカード保険証は、１階の総合案内・1番窓口（伝票受付）・

初診受付※にてご利用いただけます。 ※休日・時間外は防災センター

電子的診療情報連携体制整備加算 初診時 4点

再診時 2点

※入院料における当加算は、加算2で届出を行っています。（DPCの係数評価）


